
 

 

平成 31年 4月 1日から現物給付（窓口無償化）制度が始まります。それに伴い、

受給資格者証がオレンジからピンクに変更となります！ 

また、平成 30年 10月以降の受診について支給申請期間が１年から 2年になり

ました。 

（ 現行 ） 

※オレンジの受給者証は 

各自で処分してください！ 

現物給付とは・・・県内医療機関で受給者証（ピンク）を提示することで、保険診療の自己負担

金を窓口で支払うことなく受診できる制度です。 

自動償還とは・・・県内医療機関の窓口で支払った保険診療分の自己負担金が後日、役場から指

定口座に振り込まれる制度です。 

 

※新しい受給者証は現物給付と自動償還の両方ご利用できます！ 

ただし、現物給付・自動償還に対応していない医療機関等もございますので、 

医療機関窓口または沖縄県ホームページでご確認ください。 

医療費の財源は、みなさまの貴重な税金です。 

医療機関の適正受診にご協力ください。 
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お問合せ先：伊平屋村役場住民課 

      TEL：（0980）46-2142 

日中の一般診療での受診を心がけ、はしご受診、ドクターショッピングなどはやめましょう！ 


